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地
方
交
付
税
法
及
び
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
地
方
交
付
税
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
条
第
一
項
中
「
二
千
四
百
億
円
」
を
「
四
百
億
円
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
条
の
二
中
「
令
和
七
年
度
分
及
び
令
和
八
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
か
ら
令
和
九
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
」

に
改
め
、
「
令
和
六
年
改
正
法
に
係
る
令
和
七
年
度
控
除
額
を
控
除
し
た
額
」
の
下
に
「
及
び
地
方
交
付
税
法
及
び
特
別
会

計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第

号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
同
条

第
一
項
に
規
定
す
る
臨
時
財
政
対
策
債
償
還
基
金
費
の
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
和
七
年
度
基
金
費
の
額
」
と
い

う
。
）
の
百
分
の
七
十
五
に
相
当
す
る
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
和
七
年
改
正
法
に
係
る
令
和
八
年
度
控
除
額
」
と

い
う
。
）
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、
令
和
九
年
度
に
あ
つ
て
は
令
和
七
年
度
基
金
費
の
額
か
ら
令
和
七
年
改
正
法
に

係
る
令
和
八
年
度
控
除
額
を
控
除
し
た
額
」
を
加
え
る
。

附
則
第
十
一
条
中
「
同
じ
。
）
及
び
」
を
「
同
じ
。
）
、
」
に
、
「
）
の
合
算
額
」
を
「
）
及
び
二
千
四
百
四
十
九
億
三

千
万
千
円
の
合
算
額
」
に
、
「
と
し
、
」
を
「
に
二
千
二
百
九
億
三
千
万
千
円
を
加
算
し
た
額
と
し
、
」
に
、
「
か
ら
返
還
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金
等
の
額
及
び
令
和
七
年
度
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
」
を
「
か
ら
返
還
金
等
の
額
、
令
和
七
年
度
震
災
復
興
特
別
交
付
税

額
及
び
二
千
四
百
四
十
九
億
三
千
万
千
円
」
に
、
「
及
び
令
和
七
年
度
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
の
合
算
額
を
加
算
し
た

額
」
を
「
、
令
和
七
年
度
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
及
び
二
百
四
十
億
円
の
合
算
額
を
加
算
し
た
額
」
に
改
め
る
。

（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
条

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
条
第
二
項
中
「
次
条
第
一
項
」
を
「
次
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

附
則
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
の
四
を
削
る
。

附
則
第
二
百
五
十
九
条
の
三
第
五
項
第
一
号
ト
中
「
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す

る
法
律
」
の
下
に
「
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
臨
時
経
済
対
策
費
等
の
基
準
財
政
需
要
額
へ
の
算
入
）
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第
二
条

令
和
七
年
度
に
限
り
、
各
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い
る
地
方
交
付
税
法
第

十
一
条
の
規
定
に
よ
る
基
準
財
政
需
要
額
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
種

類
、
経
費
の
種
類
及
び
測
定
単
位
ご
と
の
単
位
費
用
に
次
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
測
定
単
位
の
数
値
を
乗
じ
て
得
た
額

を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

地
方
団
体
の
種
類

経

費

の

種

類

測

定

単

位

単

位

費

用

円

道
府
県

一

臨
時
経
済
対
策
費

人
口

一
人
に
つ
き

一
、
七
七
〇

二

給
与
改
定
費

人
口

一
人
に
つ
き

一
、
六
四
〇

三

臨
時
財
政
対
策
債
償
還

臨
時
財
政
対
策
の
た
め

千
円
に
つ
き

一

基
金
費

平
成
十
七
年
度
か
ら
令

和
六
年
度
ま
で
の
各
年

度
に
お
い
て
特
別
に
起

こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
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と
と
さ
れ
た
地
方
債
の

額

円

市
町
村

一

臨
時
経
済
対
策
費

人
口

一
人
に
つ
き

一
、
七
七
〇

二

給
与
改
定
費

人
口

一
人
に
つ
き

一
、
三
三
〇

三

臨
時
財
政
対
策
債
償
還

臨
時
財
政
対
策
の
た
め

千
円
に
つ
き

二

基
金
費

平
成
十
七
年
度
か
ら
令

和
六
年
度
ま
で
の
各
年

度
に
お
い
て
特
別
に
起

こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
さ
れ
た
地
方
債
の

額

２

前
項
の
測
定
単
位
の
数
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
測
定
単
位
に
つ
き
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
算
定
の
基
礎
に
よ
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り
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
表
示
単
位
に
基
づ
い
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
測

定
単
位
の
数
値
は
、
臨
時
経
済
対
策
費
及
び
給
与
改
定
費
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
人
口
の
多
少
に
よ
る
段
階
そ
の
他
の
事

情
を
参
酌
し
て
、
臨
時
財
政
対
策
債
償
還
基
金
費
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
測
定
単
位
に
係
る
種
別
ご
と
の
単
位
当
た

り
の
費
用
の
差
に
応
じ
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
数
値
を
補
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

測

定

単

位

測
定
単
位
の
数
値
の
算
定
の
基
礎

表

示

単

位

一

人
口

官
報
で
公
示
さ
れ
た
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
当

人

該
地
方
団
体
の
人
口

二

臨
時
財
政
対
策

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

千
円

（1）

の
た
め
平
成
十
七

十
九
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改

年
度
か
ら
令
和
六

正
前
の
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九

年
度
ま
で
の
各
年

号
）
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平

度
に
お
い
て
特
別

成
十
七
年
度
及
び
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
起
こ
す
こ

に
起
こ
す
こ
と
が

と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
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で
き
る
こ
と
と
さ

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

（2）

れ
た
地
方
債
の
額

二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
地
方
財
政
法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度
ま
で

の
各
年
度
に
お
い
て
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ

れ
た
地
方
債
の
額

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

（3）
二
十
三
年
法
律
第
五
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
地
方
財
政
法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て
起
こ
す
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

（4）
二
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
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前
の
地
方
財
政
法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度
ま

で
の
各
年
度
に
お
い
て
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

さ
れ
た
地
方
債
の
額

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

（5）
二
十
九
年
法
律
第
三
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
地
方
財
政
法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
平
成
二
十
六
年
度
か
ら
平
成
二
十
八
年
度
ま

で
の
各
年
度
に
お
い
て
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

さ
れ
た
地
方
債
の
額

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

（6）
二
年
法
律
第
六
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

地
方
財
政
法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
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よ
り
平
成
二
十
九
年
度
か
ら
令
和
元
年
度
ま
で
の
各
年

度
に
お
い
て
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地

方
債
の
額

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

（7）
五
年
法
律
第
二
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

地
方
財
政
法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
令
和
二
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に

お
い
て
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債

の
額地

方
財
政
法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定

（8）
に
よ
り
令
和
五
年
度
及
び
令
和
六
年
度
に
お
い
て
起
こ

す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
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理

由

地
方
財
政
の
状
況
等
に
鑑
み
、
令
和
七
年
度
に
限
り
臨
時
経
済
対
策
費
、
給
与
改
定
費
及
び
臨
時
財
政
対
策
債
償
還
基
金
費

を
設
け
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


